
岐阜県健康福祉部高齢福祉課

令和６年度介護報酬改定等について

（全サービス共通編）

※個別サービス編とあわせてご覧ください。
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１ 令和３年度介護報酬改定における経過措置

の終了について
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１令和３年度介護報酬改定における経過措置の終了について

（１）感染症対策の強化（対象：全サービス）

（２）業務継続に向けた取組の強化（対象：全サービス）

（３）認知症介護基礎研修の受講の義務付け（対象：全サービス（一部サービス除く））

（４）高齢者虐待防止の推進（対象：全サービス）

（５）口腔衛生管理の強化（対象：施設系サービス）

（６）栄養ケアマネジメントの充実（対象：施設系サービス）

（７）事業所医師が診療しない場合の減算（未実施減算）の強化（対象：訪問リハ）

1 経過措置期間：令和６年３月３１日まで
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★：予防を含む（以下のページにおいて同じ）
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1

２ 令和６年度介護報酬改定等の概要・主な改定

事項について

・ 概要

・ 基本報酬・加算の見直し
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主な改定事項（県指定等のサービス） 

★予防も含む 
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基本報酬・加算の見直し 

１. 地域包括ケアシステムの深化・推進 

１⑸④ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入 ★ ● ● ● ●  ● ● ● ● ●  ● ● ● ● 

１⑹① 高齢者虐待防止の推進 ★ ● ● ● ●  ● ● ● ● ●  ● ● ● ● 

１⑹② 身体的拘束等の適正化の推進 ★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●     

２．自立支援・重度化防止に向けた対応 

２⑶① 科学的介護推進体制加算の見直し    ●  ●      ● ● ● ● 

３．良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり 

３⑴① 介護職員の処遇改善 ★ ● ●    ● ● ● ●   ● ● ● ● 

３⑵① テレワークの取扱い ★ ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

３⑵⑦ 人員配置基準における両立支援への配慮 ★ 全サービス 

３⑵⑧ 外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し ★      ● ● ● ●   ● ● ● ● 

３⑶① 管理者の責務及び兼務範囲の明確化 ★ 全サービス 

４．制度の安定性・持続可能性の確保 

５．その他 

５① 「書面掲示」規制の見直し 全サービス 

５② 
５②特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間 
地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化 ★ 

● ● ● ● ● ● ●   ●      

５③ 特別地域加算の対象地域の見直し ★ ● ● ● ● ● ●    ●      

５⑧ 地域区分 全サービス 
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1
２ 令和６年度介護報酬改定等の概要・主な改定

事項について

地域包括ケアシステムの深化・推進

・業務継続計画未策定事業所に対する減算

の導入

・高齢者虐待防止の推進

・身体的拘束等の適正化の推進
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1

２ 令和６年度介護報酬改定等の概要・主な改定

事項について

自立支援・重度化防止に向けた対応

・科学的介護推進体制加算の見直し
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1２ 令和６年度介護報酬改定等の概要・主な改定

事項について

良質な介護サービスの効率的な提供に向けた

働きやすい職場づくり

・介護職員の処遇改善加算

・テレワークの取扱い

・人員配置基準における両立支援への配慮

・外国人介護人材に係る人員配置基準上の

取扱いの見直し

・管理者の責務及び兼務範囲の明確化
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２ 令和６年度介護報酬改定等の概要・主な改定

事項について

制度の安定性・持続可能性の確保

その他

・「書面掲示」規制の見直し

・ 地域区分
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＜県内市町村の区分＞
区分 上乗せ割合 市町村名

６級地 6% 岐阜市
７級地 3% 大垣市

多治見市
美濃加茂市
各務原市
可児市

その他 0% 上記以外の市町村

※美濃加茂市の事業所に係る地域区分の登録に
 ついては、県で対応するため、届出不要です。
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【介護保険関係】
・ 岐阜県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例
・ 岐阜県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める

条例
・ 岐阜県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
・ 岐阜県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例
・ 岐阜県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

【老人福祉法・社会福祉法関係】
・岐阜県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
・岐阜県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
・岐阜県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

基準条例の改正について

＜改正する条例＞
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３ 介護報酬改定等に係る変更届・体制届について

（１）「運営規程」の変更について

（２）「変更届」の提出期限について

（３）「体制届」の提出期限について
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（１）令和６年度介護報酬改定等に伴う「運営規程」の変更について

○ 身体的拘束等の適正化を推進する観点から、すでに禁止規定のある入所系・居住系サービス
に加え、訪問系・通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援及び介護
予防支援の運営基準において「緊急 やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならな
い」旨が規定されました。（施行日：令和６年４月１日）

○ 県が定める基準条例においては、独自基準として、運営規程に「緊急やむを得ない場合に身
体的拘束等を行う際の手続」を定めるよう規定しています。

〇 このため、新たに禁止規定が設けられた訪問系・通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉
用具販売を行う県指定事業所においては、運営規程を変更する必要があります。

岐阜県指定居宅サービス等の事業の
人員、設備及び運営に関する基準

（運営規程）
第２９条 指定訪問介護事業者は、指定訪問事業所ご

とに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に
関する規程（以下この章において「運営規程」とい
う。）を定めておかなければならない。
１〜７ （略）
８ 緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際
の手続き

９ 苦情を処理するために講ずる措置の概要
10 （略）

※下線部はサービスごとに読み替え

運営規程の参考例

（身体的拘束等の禁止）
第○条 事業所は、サービスの提供に当たっては、

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を
保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身
体的拘束その他利用者の行動を制限する行為

（以下「身体的拘束等」という。）を行わない。
２ 事業所は、身体的拘束等を行う場合には、そ

の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況
並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項
を記録する。
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（２）令和６年度介護報酬改定等に伴う「変更届」の提出期限について

サービス種類 提出期限 備考
訪問看護、訪問リハビリテーション、
居宅療養管理指導、通所リハビリテーション

令和６年８月９日 提出期限を２か月延長
（条例：６月１日施行）

上記以外のサービス 令和６年６月１０日 提出期限を２か月延長
（条例：４月１日施行）

○運営規程の変更届
令和６年度介護報酬改定等に伴う「運営規程」の変更届については、通常は変更後10日

以内に提出する必要がありますが、制度改正による変更であること等から、以下のとおり、
提出期限を延長します。

○運営規程以外の変更届
運営規程以外の変更届については、通常のとおり、変更後10日以内に所管する県事務所

等に提出してください。

※ 提出期限の延長の有無にかかわらず、運営規程は施行日より前に変更してください。
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＜参考＞令和６年度介護報酬改定での取扱い （R6.3.15 介護保険最新情報 Vol.1213 別紙１）

○届出に係る加算等の算定の開始時期
届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）については、

適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者に対する周知期間を確保する
観点から、届出が毎月１５日以前になされた場合は翌月から、１６日以降になされた場合
には翌々月から、算定を開始するものとすること。

ただし、令和６年４月から算定を開始する加算等の届出については、上記にかかわらず、
同年４月１日以前になされていれば足りるものとする。

○ ４月の報酬算定に係る届出の提出期限は、支給限度額管理対象となるサービスについ
ては３月１５日、その他のサービスについては４月１日となっていますが、以下のとお
り、すべて令和６年４月１日とします。

○ 現行の処遇改善に係る加算（現行３加算）については、令和６年４月１５日までは
変更を受け付けます。

○ 令和６年４月からの地域区分の変更（美濃加茂市：その他→７級地）については、
県において一括して変更しますので、届出の必要はありません。

○ 新しい体制届の様式については、厚生労働省ホームページをご確認願います。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227974.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001231097.xlsx

(３）令和６年度報酬改定等に伴う「体制届」の提出期限について
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1

４ 介護報酬改定等に関する質問について
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［対象者］
県が指定等を行う介護サービス事業所・施設を運営する事業者

［質問方法］
県ホームページに掲載する以下の「質問フォーム」にて質問票を
送付してください。
https://logoform.jp/form/T8mB/540347

［留意事項]
・県では、令和６年度介護報酬改定等に関する電話での質問は受け付
け致しません。

・質問票に記載の注意事項をお読みいただき、送付いただきますよう、
お願いします。

・ 質問内容によっては、厚生労働省への照会等が必要となり、回答まで時間
がかかる場合がありますので、ご了承願います。

令和６年度介護報酬改定等に関する質問について
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1５ その他（依頼事項・連絡事項）

（１）令和６年４月１日以降の指定申請・変更届出

等の様式について

（２）事業所メールアドレスの登録について

（３）各課からの連絡事項について
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・ 指定の申請や変更の届出等の様式については、令和６年４月１日以降、厚生労
働大臣が定める様式（指定申請書等）及び標準様式（勤務表等）により行うこと
とされました。

（参考）令和５年１２月１９日付け国事務連絡
「介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式について」

・ 厚生労働大臣が定める様式等については、以下の国ホームページをご確認願い
ます。（県ホームページ「介護保険ライブラリ」に掲載している様式についても
更新予定）

厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001180618.pdf

（１）令和６年４月１日以降の指定申請・変更届出等

の様式について
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○ 県では、介護サービス事業者の皆様への各種周知や情報提供等について、 県ホー
ムページに掲載するとともに、電子メールによりご連絡しております。

○ 電子メールにより迅速に周知等を受信していただくためには、各事業所のメールアドレ
スを県に登録していただく必要がありますので、まだ、メールアドレスを登録していない事
業所におかれては、下記により届出をお願いします。（アドレスの変更も同様）

※ 登録メールアドレスは、人事異動等により変更が生じにくいアドレスとしてください。

［届出対象］ 県が指定等を行う介護サービス事業所・施設

［届 出 先］ 各県事務所福祉課、岐阜地域福祉事務所

［提出書類］ 「変更届出書（第３号様式）」及び「付表」

［届出様式］ 県ホームページからダウンロードしてご利用ください
岐阜県公式ホームページトップ > 子ども・医療・福祉・女性 > 高齢者 > 
介護保険 > 様式ライブラリ（介護保険事業者）

[URL] https://www.pref.gifu.lg.jp/page/8601.html

（２） 事業所メールアドレスの登録について
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（３） 各課からの連絡事項について

47

内容 資料番号 担当課

生活保護法指定介護機関制度について 1-2 地域福祉課

介護施設の感染対策について 1-3 高齢福祉課

高齢者の結核対策について 1-4 感染症対策推進課

ＡＣＰ（人生会議）について 1-5 高齢福祉課

出張理容・出張美容に関する衛生管理の徹底について 1-6 高齢福祉課

介護支援専門員証の有効期限の臨時的取扱い可能期間
の終了案内等について

1-7 高齢福祉課



終

以上、
共通事項についての説明となります。

ご清聴ありがとうございました
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